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JBA 公認セカンドレフリーウェアーの運用について（通知） 

 

 日頃より一般財団法人新潟県バスケットボール協会（以下、本協会）の審判活動にご尽力

賜り、心より御礼申し上げます。 

 表題の件について、本協会としての対応を以下の通りとさせていただきますので、お取

り計らいのほどよろしくお願いいたします。 

 

 

◆県内大会（県協会主催競技会）においては、 

① 通知日～９月末日までのゲームに限り、JBA 公認の「セカンドユニフォーム上下」の着   

用を可とする。 

② 県大会ベスト 16 以上の公式大会についても、JBA 公認の「セカンドユニフォーム上 

下」の着用を可とする。 

③ 「セカンドユニフォーム」着用の場合は上下ともセカンドユニフォームとする。審判クル 

ーで同じユニフォームを着用する必要はなしとする。 

④ 「セカンドユニフォーム」着用の際のソックスは黒色とする。 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

一般財団法人新潟県バスケットボール協会 

審判委員会 

nbba.referee@niigata-basketball.jp 


